外国為替及び外国貿易法第２５条第１項及び第２項の
遵守のための特定類型該当性に関する誓約書

　埼玉大学長　　殿
　　年　　月　　日
所属　　　　　　　　　　　　　　　
氏名　　　　　　　　　　　　　　　
（上記の者が学生の場合、以下も記入）
学籍番号　　　　　　　　　　　　　
指導教員　　　　　　　　　　　　　

　私は、貴学が「外国為替及び外国貿易法第２５条第１項及び外国為替令第１７条第２項の規定に基づき許可を要する技術を提供する取引又は行為について」（平成４年１２月２１日付け４貿局第４９２号。以下「役務通達」という。）の１（３）サ①又は②に該当する居住者に対して技術の提供を行う場合は、外国為替及び外国貿易法第２５条第１項及び第２項に基づき経済産業大臣の許可が必要になる可能性があることを理解し、貴学の法令遵守のため、役務通達の１（３）サ①又は②に該当するか否かについて、下記のとおり誓約いたします。
記
私は、
□　以下の①に該当します。
□　以下の②に該当します。
□　以下の①及び②に該当します。
□　以下のいずれにも該当しませんので、誓約は不要です。

①　外国法令に基づいて設立された法人その他の団体（その本邦内の支店、出張所その他の事務所を除く。以下「外国法人等」という。）又は外国の政府、外国の政府機関、外国の地方公共団体、外国の中央銀行並びに外国の政党その他の政治団体（以下「外国政府等」という。）との間で雇用契約、委任契約、請負契約その他の契約を締結しており、当該契約に基づき当該外国法人等若しくは当該外国政府等の指揮命令に服する又は当該外国法人等若しくは当該外国政府等に対して善管注意義務を負う者（次に掲げる場合を除く。）
（イ）　　当該者が本邦法人との間で雇用契約、委任契約、請負契約その他の契約を締結しており、当該契約に基づき当該本邦法人の指揮命令に服する又は当該本邦法人に対して善管注意義務を負う場合において、当該本邦法人又は当該者が、当該外国法人等又は当該外国政府等との間で、当該本邦法人による当該者に対する指揮命令又は当該本邦法人に対して当該者が負う善管注意義務が、当該外国法人等若しくは当該外国政府等による当該者に対する指揮命令又は当該外国法人等若しくは当該外国政府等に対して当該者が負う善管注意義務よりも優先すると合意している場合
（ロ）　　当該者が本邦法人との間で雇用契約、委任契約、請負契約その他の契約を締結しており、当該契約に基づき当該本邦法人の指揮命令に服する又は当該本邦法人に対して善管注意義務を負う場合において、グループ外国法人等（当該本邦法人の議決権の５０％以上を直接若しくは間接に保有する外国法人等又は当該本邦法人により議決権の５０％以上を直接若しくは間接に保有される外国法人等をいう。以下同じ。）との間で雇用契約、委任契約、請負契約その他の契約を締結しており、当該契約に基づき当該グループ外国法人等の指揮命令に服する又は当該グループ外国法人等に対して善管注意義務を負う場合
②　外国政府等から多額の金銭その他の重大な利益（金銭換算する場合に当該者の年間所得のうち２５％以上を占める金銭その他の利益をいう。）を得ている者又は得ることを約している者

【参考】
外国為替及び外国貿易法第２５条第１項及び外国為替令第１７条第２項の規定に基づき許可を要する技術を提供 する取引又は行為について
https://www.meti.go.jp/policy/anpo/law_document/tutatu/211118tsutatsu2.pdf

※以前に提出したことがある場合には再度の提出は不要です。ただし、身分に変更があ
った場合には申し出のうえ、再度の提出をお願いします。



参考資料：特定類型該当性確認のための簡易チェックフローチャート
※　本資料は、大学の教職員や学生の特定類型該当性について、誓約書記載のために本人が確認する際や大学側が関係書類から確認する際に補助的に使用することを想定したものです。特定類型該当性の要件に関する正確な文言は必ず役務通達の原文を確認してください。（「安全保障貿易に係る機微技術管理ガイダンス（大学・研究機関用）第四版」３３頁～３９頁参照）

■　特定類型①：外国政府や外国法人と雇用契約等を結んでいる場合
外国の大学や企業（外国法人等）又は外国政府等と雇用契約（契約の名称を問わず、時間的・場所的に拘束されるもの）又は取締役・監査役としての委任契約を締結しているか？
N O


類型①に該当しません。




YES


YES
本学との契約に基づく指揮命令又は善管注意義務が、○○が契約を結んでいる外国法人等又は外国政府等との契約に基づく指揮命令又は善管注意義務に優先するとの合意があるか？
※学生の場合は「NO」へ


類型①に該当しません。


YES



N O

類型①に該当する可能性があります。役務通達の原文を確認の上、必要な手続を行ってください。

本学と、○○が契約を結んでいる外国法人等はグループ外国法人等の関係にあるか？
※通常、大学では該当しません。


N O



■　特定類型②：外国政府等から経済的利益を受けている場合類型②に該当しません。
YES
N O
YES/不明
N O
類型②に該当する可能性があります。役務通達の原文を確認の上、必要な手続を行ってください。
その利益を金銭換算した場合、年間所得のうち25%以上を占めているか？
外国政府等から、個人として（not大学として、研究室として）多額の金銭その他の重大な利益を得ている、又は、得ることを約束しているか？
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